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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　緊急医療処置を実行するように作動可能な少なくとも１つの作動構成要素を備える緊急
医療サブシステムと、
　前記緊急医療サブシステムの動作を制御するように作動可能な緊急医療コントローラと
を備え、
　　前記緊急医療コントローラが、前記緊急医療処置を実行する前記少なくとも１つの作
動構成要素の作動準備状態を示す装置準備状態表示を条件次第で起動し、
　　前記緊急医療コントローラが、前記緊急医療処置を実行する前記少なくとも１つの作
動構成要素の潜伏故障を示す故障警告表示を条件次第で起動し、
　前記緊急医療コントローラが、
　前記少なくとも１つの作動構成要素の早期劣化の予測故障解析に基づいて、前記故障警
告表示を起動する予測故障解析部
　を含む、緊急医療装置。
【請求項２】
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素の作動準備状態テス
トを行い、
　前記緊急医療コントローラが、前記作動準備状態テストの合格結果に応答して前記装置
準備状態表示を起動し、
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素の早期劣化を示す前
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記作動準備状態テストの前記合格結果に応答して前記故障警告表示を起動する、
請求項１に記載の緊急医療装置。
【請求項３】
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素のエラー状態の繰返
し発生を記録し、
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素の前記エラー状態の
前記繰返し発生の警告頻度に応答して前記故障警告表示を起動する、
請求項１に記載の緊急医療装置。
【請求項４】
　前記エラー状態が、前記緊急医療コントローラによって回復可能である、請求項３に記
載の緊急医療装置。
【請求項５】
　前記エラー状態が、前記緊急医療コントローラによって回復不能である、請求項３に記
載の緊急医療装置。
【請求項６】
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素の使用パターンを監
視し、
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素の信頼性寿命の低下
を示す前記使用パターンに応答して、前記故障警告表示を起動する、
請求項１に記載の緊急医療装置。
【請求項７】
　緊急医療処置を実行する少なくとも１つの作動構成要素を備える緊急医療サブシステム
と、
　前記緊急医療サブシステムの動作を制御する緊急医療コントローラとを備え、
　　前記緊急医療コントローラが、前記緊急医療処置を実行する前記少なくとも１つの作
動構成要素の潜伏故障を示す故障警告表示を条件次第で起動し、
　前記緊急医療コントローラが、
　前記少なくとも１つの作動構成要素の早期劣化の予測故障解析に基づいて、前記故障警
告表示を起動する予測故障解析部
　を含む、緊急医療装置。
【請求項８】
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素の作動準備状態テス
トを行い、
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素の早期劣化を示す前
記作動準備状態テストの合格結果に応答して前記故障警告表示を起動する、
請求項７に記載の緊急医療装置。
【請求項９】
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素のエラー状態の繰返
し発生を記録し、
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素の前記エラー状態の
前記繰返し発生の警告頻度に応答して前記故障警告表示を起動する、
請求項７に記載の緊急医療装置。
【請求項１０】
　前記エラー状態が、前記緊急医療コントローラによって回復可能である、請求項９に記
載の緊急医療装置。
【請求項１１】
　前記エラー状態が、前記緊急医療コントローラによって回復不能である、請求項９に記
載の緊急医療装置。
【請求項１２】
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素の使用パターンを監
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視し、
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素の信頼性寿命の低下
を示す前記使用パターンに応答して前記故障警告表示を起動する、
請求項７に記載の緊急医療装置。
【請求項１３】
　緊急医療コントローラと、少なくとも１つの作動構成要素とを備える緊急医療装置を作
動させる方法であって、前記方法は、
　前記緊急医療コントローラが、緊急医療処置を実行する前記少なくとも１つの作動構成
要素の作動準備状態を示す装置準備状態表示を条件次第で生成するステップと、
　前記緊急医療コントローラが、前記少なくとも１つの作動構成要素の潜伏故障を示す故
障警告表示を条件次第で生成するステップと、
を含み、
　前記緊急医療コントローラが、前記故障警告表示を条件次第で生成する前記ステップは
、
　前記緊急医療コントローラが、
　前記少なくとも１つの作動構成要素の早期劣化の予測故障解析に基づいて、前記故障警
告表示を生成するステップ
を含む、方法。
【請求項１４】
　前記緊急医療コントローラが、前記装置準備状態表示を条件次第で生成する前記ステッ
プは、前記緊急医療コントローラが、
　前記少なくとも１つの作動構成要素の作動準備状態テストを行うステップと、
　前記作動準備状態テストの合格結果に応答して、前記装置準備状態表示を起動するステ
ップと、
　前記少なくとも１つの作動構成要素の早期劣化を示す前記作動準備状態テストの前記合
格結果に応答して前記故障警告表示を起動するステップと、
を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記緊急医療コントローラが、前記故障警告表示を条件次第で生成する前記ステップは
、前記緊急医療コントローラが、
　前記少なくとも１つの作動構成要素のエラー状態の繰返し発生を記録するステップと、
　前記少なくとも１つの作動構成要素の前記エラー状態の前記繰返し発生の警告頻度に応
答して前記故障警告表示を起動するステップと、
を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記エラー状態が、前記緊急医療コントローラによって回復可能である、請求項１５に
記載の方法。
【請求項１７】
　前記エラー状態が、前記緊急医療コントローラによって回復不能である、請求項１５に
記載の方法。
【請求項１８】
　前記緊急医療コントローラが、前記故障警告表示を条件次第で生成する前記ステップは
、前記緊急医療コントローラが、
　前記装置準備状態表示の生成に応答して、前記少なくとも１つの作動構成要素の使用パ
ターンを監視するステップと、
　前記少なくとも１つの作動構成要素の信頼性寿命の低下を示す前記使用パターンに応答
して前記故障警告表示を起動するステップと、
を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記装置準備状態表示と前記故障警告表示とが、統合表示である、請求項１に記載の緊



(4) JP 6574483 B2 2019.9.11

10

20

30

40

50

急医療装置。
【請求項２０】
　前記装置準備状態表示と前記故障警告表示とが、別々の表示である、請求項１に記載の
緊急医療装置。
【請求項２１】
　前記予測故障解析部は、更に、前記少なくとも１つの作動構成要素のエラー状態の繰返
し発生、及び前記少なくとも１つの作動構成要素の信頼性寿命の低下、のうちの少なくと
も１つの予測故障解析に基づいて、前記故障警告表示を起動する、請求項１に記載の緊急
医療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、緊急医療装置（例えば体外式除細動器／モニタ）に関する。本発明
は、特に、作動準備のできた緊急医療装置の潜伏故障に対する事前警告に関する。
【背景技術】
【０００２】
　緊急医療装置（例えば体外式除細動器／モニタ）は、数秒を争う緊急救命状況において
使用される。例えば、誰かが突然心拍停止に陥ったとき、蘇生の可能性は、その後、分刻
みで失われる。従って、緊急医療装置が、必要なときに直ぐに使用できることが、極めて
重要である。従って、緊急医療装置が使用可状態であるか否かを使用者に知らせるために
、装置準備状態表示が、通常、緊急医療装置に使用される。
【０００３】
　実際には、多くの緊急医療装置が、殆どの時間、停止されており、標準的なプロトコル
は、緊急医療装置が使用可状態か否かを定期的に判定する指令を出す。このために、緊急
医療装置は、停止されてはいるが自己テストを実施するのに利用可能な電力を有するとき
、通常、時間単位又は日にち単位で自動自己テストを行う。装置準備状態表示は、自己テ
ストの合格結果又は不合格結果のいずれかを通知する視覚及び／又は聴覚信号を用いる。
例えば、装置準備状態表示は、使用可状態の合格結果を示す緑のチェックマークアイコン
として、又は使用不可状態の不合格結果を示す赤のＸマークとして表示される。
【０００４】
　この方式の限界は、使用可状態の緊急医療装置の潜伏故障の事前警告が行われないこと
である。具体的には、緊急医療装置がもはや使用可状態ではないことを自己テストが示す
まで、装置準備状態表示は、緊急医療装置が使用可状態であることを示す。このブール型
表示のみを扱っている限り、緊急医療装置の設計者は、限界に近いテスト結果は故障と見
做さざるを得ず、適正に機能している緊急医療装置を不必要に運用から外すことになる誤
診故障を犯す可能性がある。このブール型表示の更に別の結果は、緊急医療装置のサブシ
ステム監視が、緊急医療装置が近いうちに作動上の故障を生じる可能性があることを示す
状況の検出ができないことである。
【０００５】
　より詳細には、図１を参照して、図示の作動準備状態判定状態構成図は、緊急医療装置
の作動準備状態を判定するために、自己テスト／解析状態Ｓ１０と、サブシステム監視状
態Ｓ１１と、エラー解析状態Ｓ１２と、点検／修理状態Ｓ１３とから構成される。
【０００６】
　自己テスト／解析状態Ｓ１０は、緊急医療装置による、緊急医療装置の各サブシステム
の様々な自己テストの実行に関与する。本明細書で引き続き更に説明されるように、緊急
医療装置のサブシステムは、それらに限定されないが、心電図監視処置、除細動ショック
治療処置、同期カーディオバージョン治療処置、及び経皮ペーシング治療処置を含む緊急
医療処置を実施するための作動構成要素を備える。そのような作動構成要素の自己テスト
は、関連する医療処置のために、作動準備完了と見做すか作動不能と見做すかのハード機
能限界の線引きを含む。
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【０００７】
　１つ又は複数のサブシステムが、緊急医療装置によって実施される自己テストで不合格
になると、緊急医療装置は、点検／修理状態Ｓ１３に移行Ｔ１させられ、それによって、
緊急医療装置は、緊急医療装置にとって点検／修理が必要であることを示す（例えば赤い
Ｘマークアイコンが表示される）。
【０００８】
　そうではなくて、サブシステムが、緊急医療装置によって実施される自己テストに合格
すると、緊急医療装置は、サブシステム監視状態Ｓ１１に移行Ｔ２させられ、それによっ
て、緊急医療装置は、全てのサブシステムが使用可状態（「ＲＦＵ」：ｒｅａｄｙ－ｆｏ
ｒ－ｕｓｅ）であることを示す（例えば緑のチェックマークアイコンが表示される）。
【０００９】
　サブシステム監視状態Ｓ１１において、使用待ち又は実際に使用中に、緊急医療装置の
作動準備状態を脅かす、サブシステムによるエラーが発生すると、緊急医療装置は、エラ
ー解析状態Ｓ１２に移行Ｔ３させられる。エラーは、回復可能なエラーである場合も、回
復不能なエラー（即ち故障）である場合もある。
【００１０】
　緊急医療装置が、エラーから回復することができる場合には、緊急医療装置は、サブシ
ステム監視状態Ｓ１１へ戻るように移行Ｔ４させられる。
【００１１】
　緊急医療装置がエラーから回復することができないが、それにも拘わらず、オペレータ
によって、又は自動的に再始動された場合には、緊急医療装置は、自己テスト／解析状態
Ｓ１０に移行Ｔ５させられる。
【００１２】
　緊急医療装置が、サブシステムに再始動されない故障がある場合には、緊急医療装置は
、点検／修理状態Ｓ１２に移行Ｔ６させられる。
【００１３】
　実際には、作動準備状態判定状態構成図は、様々な態様で実行することができるが、い
ずれにしても、当該状態構成図は、緊急医療装置のサブシステムが、近いうちに作動上の
故障を生じる可能性があることを示す状況を検出することはできない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、緊急医療サブシステムの作動構成要素が近いうちに作動上故障する可能性を
示す状況を検出するために、緊急医療装置に予測故障解析を組み込む。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一形態は、緊急医療処置を実行するための緊急医療サブシステム（例えば、監
視サブシステム、又は治療サブシステム）と、緊急医療サブシステムの動作を制御するた
めの緊急医療コントローラを備える緊急医療装置（例えば、体外式除細動器／モニタ）で
ある。サブシステムは、１つ又は複数の作動構成要素を備える。作動に際し、コントロー
ラは、作動構成要素の作動準備状態を示す装置準備状態表示（例えば聴覚又は視覚）を条
件次第で起動し、作動構成要素の潜伏故障を示す故障警告表示（例えば聴覚又は視覚）を
条件次第で起動する。故障警告表示は、作動構成要素の早期劣化、作動構成要素のエラー
状態の繰返し発生（特に回復可能エラー状態）、及び作動構成要素の信頼性寿命の低下に
ついての予測故障解析に基づいて起動される。
【００１６】
　本発明においては、それらに限定されないが、「緊急医療装置」、「緊急医療サブシス
テム」、「緊急医療処置」、「作動構成要素」、及び「作動準備状態表示」を含む当技術
分野の用語は、本発明の技術分野で知られているように、また本明細書で例示的に説明さ
れているように解釈されたい。
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【００１７】
　本発明においては、「装置準備状態表示」と「故障警告表示」とは、別々の表示でもよ
く（例えば、装置準備状態表示が専用の視覚表示であり、故障警告表示がユーザインター
フェースに表示される）、又は統合表示でもよい（例えば故障警告表示が上記専用視覚表
示の点滅である）。
【００１８】
　本発明においては、用語「コントローラ」は、引き続き本明細書に説明されるように、
本発明の様々な創造的原理によるアプリケーションを制御するための、緊急医療装置内に
格納され又はリンクされたアプリケーション特定のメインボード又はアプリケーション特
定の集積回路の全ての構造的構成を広く包含する。コントローラの構造的構成には、それ
らに限定されないが、プロセッサ、コンピュータ使用可能／コンピュータ可読記憶媒体、
作動システム、アプリケーションモジュール、周辺装置コントローラ、スロット、及びポ
ートが含まれる。
【００１９】
　本発明においては、用語「アプリケーションモジュール」は、特定のアプリケーション
を実行するための電子回路又は実行可能なプログラム（例えば実行可能なソフトウェア及
び／又はファームウェア）を広く包含する。
【００２０】
　本発明の第２の形態は、緊急医療装置を作動させる方法である。その方法は、緊急医療
コントローラが、緊急医療処置を実行する作動構成要素の作動準備状態を示す装置準備状
態表示を条件次第で生成するステップと、緊急医療コントローラが、緊急医療処置を実行
する作動構成要素の作動準備状態の潜伏故障を示す故障警告表示を条件次第で生成するス
テップとを含む。
【００２１】
　本発明の前述の形態及び他の形態、並びに本発明の様々な特徴及び利点が、以下の本発
明の様々な実施形態の詳細な説明から、添付図面と併せて読むと、更に明らかになる。詳
細な説明及び図面は、本発明を、限定するものではなく、単に例示するものであり、本発
明の範囲は、添付特許請求の範囲及びその同等物によって定義される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】当技術分野で既知の緊急医療装置の作動準備状態判定方法を表す例示的状態構成
図である。
【図２】本発明による緊急医療装置の例示的実施形態の図である。
【図３】本発明による緊急医療装置の故障警告方法の創造的原理を表す、当技術分野で知
られている例示的状態構成図である。
【図４】本発明による、緊急医療装置による予測故障解析の創造的原理を表す、例示的バ
スタブカーブの図である。
【図５】本発明による除細動器コントローラの例示的実施形態の図である。
【図６】本発明による準備状態モジュールの例示的実施形態の図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明を理解し易くするために、本発明の緊急医療コントローラによる予測故障解析の
実施を対象とする本発明の例示的実施形態が、本明細書に提示される。
【００２４】
　図２を参照すると、緊急医療装置２０（例えば、体外式除細動器／モニタ）は、Ｘ個の
緊急医療処置を実行するために、Ｘ個の緊急医療サブシステム２１を備える（Ｘ≧１）。
サブシステム２１の例には、それらに限定されないが、
（１）リード線を介して装置２０に接続された患者の心電図（「ＥＣＧ」）を生成し表示
する、ＥＣＧ監視サブシステム、及び
（２）リード線／パッド／パドルを介して装置２０に接続／結合された患者に除細動ショ
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ック、同期カーディオバージョン、又は経皮ペーシングを施すための治療サブシステム
が含まれる。
【００２５】
　各サブシステム２１は、それぞれ対応する緊急医療処置を実行するために構造的に組み
合わされたＹ個の作動構成要素を備える（Ｙ≧１）。作動構成要素２２の例には、それら
に限定されないが、市販の緊急医療装置（例えばＰｈｉｌｉｐｓ　ＨｅａｒｔＳｔａｒｔ
　ＭＲｘ及びＸＬ＋除細動器／モニタ）に現在使用されている電子式構成要素、機械式構
成要素、電子機械式構成要素が含まれる。
【００２６】
　緊急医療装置２０は、更に、緊急医療処置の実行におけるサブシステム２１の動作を制
御するための、Ｚ個の緊急医療コントローラ２３を備える（Ｚ≧１）。実際には、各コン
トローラ２３は、装置全体の制御のための、当技術分野で既知の作動システムモジュール
と、自己テストをし、予測故障解析をし、且つサブシステム２１を動作させるための様々
なアプリケーションモジュールを備える。アプリケーションモジュールの例には、それら
に限定されないが、
（１）当技術分野では既知であり、本明細書で前に例示的に説明された（図１）、サブシ
ステム２１の自己テストを実行する作動準備状態テストモジュール、及びコントローラ２
３、
（２）本明細書で更に例示的に説明される、サブシステム２１及びコントローラ２３の近
いうちの作動故障の可能性を示す状況を検出するための予測故障解析モジュール（図３）
、
（３）本明細書で前に例示的に説明された監視サブシステムの動作を制御する監視モジュ
ール（図２）、及び
（４）本明細書で前に例示的に説明された治療サブシステムの動作を制御する治療モジュ
ール（図２）
が含まれる。
【００２７】
　作動準備状態テストモジュールに対してより詳細には、コントローラ２３が、
（１）判定モジュールによって行われる作動準備状態テストの合格結果に基づく、各サブ
システム２１の作動構成要素２２の作動準備状態、
（２）判定モジュールによって行われる作動準備状態テストの不合格結果に基づく、１つ
又は複数のサブシステム２１の１つ又は複数の作動構成要素２２の作動不可準備状態
のどちらかを示す装置準備状態表示２４を起動する。
【００２８】
　実際には、装置準備状態表示２４は、それらに限定されないが、
（１）可視光形式（例えば、作動準備状態用の緑のチェックマーク、作動不可準備状態用
の赤いＸ、又は即座に注意を引く点滅光）、
（２）アイコン及び／若しくは文字視覚形式（例えば、モニタ上に表示されるアイコン及
び／又は文言）、並びに／又は
（３）可聴形式（例えば、即座に注意を引くための一連のビープ音、又は作動準備状態若
しくは作動不可準備状態のどちらかを伝える音声録音）
を含む様々な構成を有する。
【００２９】
　予測故障解析モジュールに対してより詳細には、このモジュールが、サブシステム２１
及びコントローラ２３の近いうちの作動故障の可能性を示す状況を検出すると、コントロ
ーラ２３が、故障警告表示２５を起動する。その種状況の例には、それらに限定されない
が、
（１）サブシステム２１の作動構成要素２２の早期劣化、
（２）サブシステム２１の作動構成要素２２のエラー状態の繰返し発生（特に回復可能な
エラー状態）、及び
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（３）サブシステム２１の作動構成要素２２の信頼性寿命の低下
が含まれる。
【００３０】
　実際には、故障警告表示２５もまた、それらに限定されないが、
（１）可視光形式（例えば、作動準備状態用の緑のチェックマーク、作動不可準備状態用
の赤いＸ、又は即座に注意を引く点滅光）、
（２）アイコン及び／若しくは文字視覚形式（例えば、モニタ上に表示されるアイコン及
び／又は文言）、並びに／又は
（３）可聴形式（例えば、即座に注意を引くための一連のビープ音、又は作動準備状態若
しくは作動不可準備状態のどちらかを伝える音声録音）
を含む様々な構成を有する。
【００３１】
　例えば、図３を参照すると、故障警告状態構成図は、自己テスト／解析状態Ｓ１０（図
１）と、サブシステム監視状態Ｓ１１（図１）と、エラー解析状態Ｓ１２（図１）と、新
規且つ特有の予測故障解析状態Ｓ１４とから構成される。
【００３２】
　本明細書で前に説明されたように、自己テスト／解析状態Ｓ１０は、緊急医療装置によ
る、緊急医療装置の各サブシステムの様々な自己テストの実行に関与する。
【００３３】
　自己テストが完全に実行されると、コントローラ２３は、予測故障解析状態Ｓ１４に移
行Ｔ７させられ、それによって、テスト結果が、作動構成要素２２の早期劣化のあらゆる
兆候について解析され、あらゆるエラー状態が、特定のエラー状態又は関連エラー状態の
繰返し発生について解析される。
【００３４】
　早期劣化
　自動化自己テストは、通常、ハード故障限界によってテストの合格／不合格結果を判定
するように設計される。しかし、構成要素が、製品寿命全体を通じて劣化し、使用準備状
態テストの合格／不合格の限界を緩やかに通過する事例があるために、あらゆる故障が、
簡単に良又は不良に区分けされるわけではない。本発明では、あるタイプの自己テストに
関しては、ソフト故障限界を未来故障の予測変数として使用することができ、それによっ
て、ハード故障限界の外側のテスト結果は不合格テスト結果のままとなり、ソフト故障限
界の外側であるがハード故障限界の内側のテスト結果は事前故障警告になることが分かっ
ている。
【００３５】
　より詳細には、図４に示された「バスタブカーブ」を参照すると、多くのタイプの作動
構成要素２２の通常の寿命サイクルは、初期故障Ｉ、正常寿命Ｎ、及び末期寿命Ｅを含む
３つの異なる時期を有する。初期故障期間Ｉを緩和するために、サブシステム２１を「エ
ージング」してもよく、且つ／又は作動構成要素２２が製造中に選別される。従って、装
置設計の目標は、各作動構成要素２２の正常寿命Ｎが装置２０全体の期待寿命より延びる
ことである。しかし、作動構成要素２２の早期故障に至る要因は多数ある。
【００３６】
　例えば、除細動器コンデンサ用の一般に普及している技術には、メタライズド・ドライ
フィルム・ポリプロピレン・エネルギー蓄積コンデンサの使用が含まれる。これらコンデ
ンサは、フィルムの小さな欠陥が、影響を受けるフォイル領域を取り除くことによって除
去されるという自己修復特性を有する。除細動などの高パルス用途では、通常の使用にお
ける機械的及び熱的ストレスが、時折新たな欠陥箇所を作り出し、それら欠陥箇所が更に
取り除かれる。これは、コンデンサ容量値の極めて僅かな漸減を生じる。設計によって、
この減少が極めて小さくなり、その結果、製品寿命全体を通じて、コンデンサは、定格許
容誤差内に留まることが期待される。但し、極端な使用条件、又は極端な環境条件に曝さ
れるある種のコンデンサは、装置自己テストのハード故障限界（「ＨＦＬ」：ｈａｒｄ－
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ｆａｉｌｕｒｅ　ｌｉｍｉｔ）を十分に超える容量損失を示すことも起こり得る。
【００３７】
　やはり図４を参照して、ハード故障限界（「ＨＦＬ」）を超えると、装置２０が使用不
可状態であるとの表示が出されることになる。対照的に、例示的に示されているように、
ハード故障限界（「ＨＦＬ」）の上流で、且つ作動構成要素２２の期待寿命に関する公称
期待分散（「ＮＶＥ」：ｎｏｍｉｎａｌ　ｅｘｐｅｃｔｅｄ　ｖａｒｉａｎｃｅ）の下流
に設定されたソフト故障限界（「ＳＦＬ」：ｓｏｆｔ－ｆａｉｌｕｒｅ　ｌｉｍｉｔ）は
、作動構成要素２２がソフト故障限界の外側にある場合、装置２０はまだ使用可状態であ
るが、直ぐに点検すべきであるとの表示を行わせる。
【００３８】
　エラー状態
　装置の自己テストにおいて、装置の故障と考える程には深刻でないエラー状態が検出さ
れることがある。その種エラーの例は、時々生じる回復可能なエラー状態である。具体的
には、時々生じるエラーは、ランダムノイズ、宇宙線、又は近くにある他の電子機器から
の電磁干渉によって生じ得る。回復可能なエラーには、再起動によって取り除くことがで
きるソフトウェアエラー状態、又は再伝送が可能なデータ伝送エラーが含まれる。
【００３９】
　装置２０がエラー状態から回復すると、コントローラ２３が、装置２０が使用可状態で
あることを表示２４を介して示し続ける。しかし、短い時間間隔の間に特定の回復可能な
エラー状態の事例が多数観察される場合、そのエラーの根本原因が、本当の装置故障、又
は潜在的設計欠陥である可能性が増す。更に、回復可能なエラー状態の発生頻度が増加す
る場合、装置の性能が影響を受け得る。
【００４０】
　従って、特定のエラー状態又は関連エラー状態の繰返し発生が、潜伏装置故障のあらゆ
る兆候に関して解析される。
【００４１】
　図３に戻って参照すると、装置２０が使用可状態である場合、作動構成要素２２の早期
劣化及びエラー状態のあらゆる繰返し発生の解析から故障警告状態が導き出されたと判定
されると、コントローラ２３は、監視／解析状態Ｓ１１／Ｓ１２に移行Ｔ８させられる。
この故障警告状態は、故障警告表示２５を生成することも生成しないこともある。
【００４２】
　装置２０の正常な作動中、コントローラ２３は、エラー状態の新たな又は追加の発生及
び特定の個々の構成要素２２の使用パターンを解析するために、定期的に、予測故障解析
状態Ｓ１４に戻るように移行Ｔ９させられる。
【００４３】
　エラー状態
　装置２０の正常作動中、装置故障と考える程には深刻でないエラー状態、特に回復可能
なエラー状態が検出され得る。再言すると、その結果、特定のエラー状態又は関連エラー
状態の繰返し発生が、潜伏装置故障のあらゆる兆候に関して解析される。
【００４４】
　構成要素の使用
　殆どの電気、機械、及び電子機械構成要素２２は、その耐用寿命を縮めることになる摩
耗を受ける。例えば、コネクタは、有限の接続／取外しサイクル数に耐えるように設計さ
れており、その結果、接続／取外しサイクル毎に接触面上に少量の摩擦摩耗を生じさせ、
終には、良好な電気接触に必要な金メッキを摩滅させる。用いられるコネクタは、期待使
用回数が定められている。しかしながら、極端な使用状態では、それらコネクタは故障し
得る。
【００４５】
　一部又は全ての作動構成要素２２の使用パターンが、それら構成要素の耐用年数が低下
していないか否かを確認するために解析される。
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【００４６】
　図３に戻って参照すると、コントローラ２３は、エラー状態のあらゆる繰返し発生及び
構成要素の使用パターンの解析から故障警告状態が導き出されたと判定されると、監視／
解析状態Ｓ１１／Ｓ１２に再び移行Ｔ８させられる。再言すると、この故障警告状態は、
故障警告表示２５を生成することも生成しないこともある。
【００４７】
　また、装置２０の正常作動中に、コントローラ２３は、装置２０の回復不能エラー又は
故障を打開するために装置２０を再始動するとき、自己テスト／解析状態Ｓ１０に戻すよ
うに移行Ｔ１０させることができる。本明細書で前に説明されたように、装置２０が使用
可状態の場合、テスト結果が、作動構成要素２２の早期劣化のあらゆる兆候について再度
解析され、テストのあらゆるエラー状態が、特定のエラー状態又は関連エラー状態の繰返
し発生について再度解析される。
【００４８】
　図２に戻って参照すると、実際には、図３の故障警告状態構成図は、コントローラ２３
によって様々な形態で実施することができるが、いずれにしても、当該状態構成図は、緊
急医療装置２０のサブシステム２１が近いうちに作動上故障する可能性があることを示す
状況を検出する。
【００４９】
　本発明の予測故障解析を更に理解し易くするために、図５は、ＥＣＧモジュールサブシ
ステムの動作を制御する監視モジュール３１と、除細動治療サブシステムの動作を制御す
る治療モジュール３２とを備える例示的除細動器コントローラ３０を示す。
【００５０】
　除細動器コントローラ３０は、サブシステムの自己テスト及び予測故障解析を実行する
自己判定モジュール３３を更に備える。実際には、自己判定モジュール３３は、諸サブシ
ステムの自己テスト及び予測故障解析を個々に行う諸サブモジュールから構成されてもよ
く、諸サブシステムの自己テスト及び予測故障解析を統合的に実行する単一のモジュール
であってもよい。図６は、諸サブシステムの自己テスト及び予測故障解析を統合的に実行
する自己判定モジュール３３の実施形態４０を示す。
【００５１】
　図６を参照すると、自己判定モジュール４０は、自己テスト部４１と、実行時モニタ４
２と、装置準備状態解析部４３と、予測故障解析部４４とを備える。モジュール４０が、
構成要素４１～４４間のデータの流れに基づいて説明される。
【００５２】
　自己テスト部４１は、全てのサブシステムが適切に機能していることを確認するために
既知の自己テストを実行する。これら自己テストは、装置が給電はされているが停止され
ている（例えば臨床使用されていない）とき、定期的に自動的に始動される。自己テスト
は、回復可能なエラー状態のあらゆる発生を含んだ合格／不合格結果を出し、その結果は
、解析部４３及び４４へ直接に又は記憶検索を介して伝えられる。
【００５３】
　実行時モニタ４２は、装置が作動している（例えば臨床使用されている）とき、エラー
状態、特に故障のあらゆる発生について装置を監視する。エラー状態を検出すると、実行
時モニタ４２が、エラー状態の回復を試みるのに必要なステップを開始し、その状態及び
回復作業を記録する。エラー状態が、装置準備状態解析部４３へ直接に又は記憶検索を介
して伝えられ、エラー記録が、予測故障解析部４４へ直接に又は記憶検索を介して伝えら
れる。
【００５４】
　実行時モニタ４２は、更に、それらに限定されないが、以下を含む様々な構成要素使用
パターンを伝える使用記録を作成する。即ち、
（１）除細動器の治療コンデンサの蓄電サイクル数の集計、
（２）除細動のバッテリの蓄電／放電サイクル数の集計、
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（３）スイッチのオン／オフサイクル数の集計、
（４）リレーの開／閉サイクル数の集計、
（５）外部コネクタポートの接続／取外しサイクル数の集計、
（６）はんだ付部に過剰なストレスを掛け得、又は半導体のダイ若しくはパッケージに亀
裂を生じ得る過大温度への曝露の記録（例えば、内部サーミスタを使用して）、
（７）腐食又は亀裂を生じ得る過大湿度への曝露の記録（例えば、内部湿度計を使用して
）、及び
（８）コネクタの電気接点など、構成要素の劣化を加速し得る過度な衝撃及び振動状態へ
の曝露の記録
である。
【００５５】
　実行時モニタ４２は、使用記録を予測故障解析部４５へ直接に又は記録検索を介して伝
える。
【００５６】
　装置準備状態解析部４３は、テスト結果をハード故障限界に対して解析し、エラーを解
析して、装置が、使用可状態か、又は即時点検を要する故障を有しているかを、当技術分
野で既知のように確認し、装置が、臨床使用に対して作動準備ができていること、又は臨
床使用に対して作動不可であり即時点検を要することを示すように装置準備状態表示５０
（例えば、光線、スピーカなど）を起動／付勢するために、表示５０に準備状態信号を加
える。
【００５７】
　テスト結果に応答して、予測故障解析部４４が、いずれかの構成要素が早期劣化を示し
ていないか確認する。このために、解析部４４は、それらに限定されないが、以下を含む
ソフト機能限界を構成要素に適用する。即ち
（１）電力サブシステムの電圧レベルテスト、
（２）閉塞摩耗を受ける光学検出器を有する構成要素のタイミング、
（３）除細動器治療コンデンサの容量、及び
（４）除細動器バッテリの蓄電容量
である。
【００５８】
　エラーテスト及びエラー記録に応答して、予測故障解析部４４は、特定のエラー状態又
は関連エラー状態の繰返し発生が、潜伏サブシステム故障を警告する根拠になるか否かを
確認する。
【００５９】
　より詳細には、回復可能なエラー状態の単独発生も、そのエラー状態が何度も繰り返し
て発生する果てに装置を使用不可能にする場合は、潜伏サブシステム故障を警告する根拠
になる。
【００６０】
　更に、自己テストによって首尾よく通過される回復不能エラー（故障）状態の単独発生
も、潜伏サブシステム故障を警告する根拠になり得る。例えば、故障が発生する毎に、解
析部４３は、装置が使用不可状態であることを確認する。但し、除細動器の使用者は、自
己テスト部４１を始動することができ、故障が再発しないこともあり得、解析部４３に、
使用可状態に表示部５０を変更させることになる。そのような不整な故障状態が、閾値に
照らして極めて頻繁に再発する場合、それは、潜伏ハード故障の可能性が増していること
を示し、潜伏サブシステム故障を警告する根拠になる。
【００６１】
　使用記録に応答して、解析部４４は、作動構成要素の信頼性耐用寿命の許容できない低
下を表す閾値に対して使用パターンを判定する。
【００６２】
　様々な予測故障テストから、解析部４４は、除細動器の作動構成要素／サブシステムの
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作動準備状態に近いうちに故障する可能性が検出されると、故障警告表示５１（例えば、
光、スピーカなど）を付勢又は起動する故障警告信号を生成する。
【００６３】
　図２～図６を参照すると、当業者は、それらに限定されないが、以下を含む本発明の多
数の利益を理解するであろう。
（１）除細動器又は他の緊急用途医療装置が、臨床使用に必要なとき、故障する可能性の
低減。特に、内部構成要素又はサブシステムが近いうちに故障する可能性があることを示
す状況を装置が検出した場合、装置の使用者が事前に警告を受ける。この警告によって、
装置の使用者は、その装置が緊急事態のために必要になる前に、その装置を修理又は交換
することができる。
（２）装置の保守点検コストの低減。特に、現在の使用可状態技術では、多くの場合に、
装置が、故障表示によって工場に戻されるものの、問題を再現することができない。最も
可能性の高い構成要素（例えば回路基板）が交換され、装置は、顧客に戻される。このプ
ロセスが、他の構成要素、例えば治療コンデンサが最終的に交換されて問題が解決される
迄、何回も繰り返されることがある。本発明の予測故障解析によって、ハード故障ではな
くて故障傾向が示されるので、誤診故障の数が減少する。更に、予測故障解析は、故障に
近付いている構成要素の傾向データなど、特有のテスト情報をもたらす。
（３）装置の所有コストの低減。特に、一部の装置構成要素は、装置自体より短い期待寿
命を有することがある。例としては、バッテリ、及び患者のバイタルサインセンサ及びケ
ーブルなどの付属装置がある。現在の慣行では、使用者は、信頼性寿命解析及び試験によ
って確立されたスケジュールに基づいてこれら構成要素を交換するように、製造業者から
指示されている。言い替えれば、バッテリは、期待装置使用シナリオに基づいて、３年毎
に交換する必要があり得る。本発明の予測故障解析によって、装置使用状況が記録され、
それによって、あまり使用されない装置のバッテリは、交換頻度を下げることができる。
【００６４】
　更に、本明細書に示された教示に照らして当業者は理解するであろうように、本開示／
明細書で説明され、且つ／又は図２～図６に示された機構、要素、構成要素などは、電子
構成要素／回路網、ハードウェア、実行可能なソフトウェア、及び実行可能なファームウ
ェアの様々な組合せで、特に本明細書に記載のコントローラのアプリケーションモジュー
ルとして、実現することができ、単一の要素又は複数の要素に組み込まれた機能を果たす
ことができる。例えば、図２～図６に示され／説明され／表された様々な機構、要素、構
成要素などの機能は、専用ハードウェア、並びに適切なソフトウェアと連携してソフトウ
ェアを実行することができるハードウェアを使用することによって果たすことができる。
機能は、プロセッサによって果たすとき、単一の専用プロセッサ、単一の共用プロセッサ
、又は複数の個々のプロセッサによって果たすことができ、それら複数の個々のプロセッ
サの一部は、共用及び／又は複合化することができる。更に、用語「プロセッサ」の明白
な使用を、ソフトウェアを実行することのできるハードウェアを排他的に意味すると解釈
するべきではなく、それは、デジタルシグナルプロセッサ（「ＤＳＰ」）ハードウェア、
メモリ（例えば、ソフトウェアを記憶するための読出し専用メモリ（「ＲＯＭ」）、ラン
ダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）、不揮発性メモリなど）、及びプロセスを実行及び／
又は制御することが可能である（且つ／又は構成できる）事実上あらゆる手段及び／又は
機械（ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、回路網、それらの組合せなどを含
む）を、それらに限定されないが、暗黙のうちに含み得る。
【００６５】
　更に、本発明の原理、態様、及び実施形態、並びにそれらの特定の例を説明する本明細
書の全ての言及は、それらの構造上及び機能上両方の同等物を包含するものとする。更に
、そのような同等物には、現在知られている同等物、並びに将来開発される同等物（例え
ば、構造に関係なく、同じ又は実質的に同等な機能を果たすことができる、開発されるあ
らゆる要素）の両方が含まれるものとする。ここで、例えば、本明細書に提示されたあら
ゆる構成図が、本発明の原理を具体化する例示的システム構成要素及び／又は回路網の概
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解されるであろう。同様に、あらゆるフローチャート、フローダイアグラムなどは、コン
ピュータ可読記録媒体において実質的に表すことができ、それゆえコンピュータ、プロセ
ッサ、又は処理能力を有する他の装置によって実行することができる様々なプロセスを表
し得ることを、そのようなコンピュータ又はプロセッサが明示的に示されているか否かに
拘わらず、本明細書に示された教示に照らして、当業者は、理解すべきである。
【００６６】
　更に、本発明の例示的実施形態は、例えばコンピュータ又はあらゆる命令実行システム
によって、又はそれらに接続して使用されるプログラムコード及び／又は命令を有するコ
ンピュータ使用可能且つ／又はコンピュータ可読記憶媒体からアクセス可能なコンピュー
タプログラム製品又はアプリケーションモジュールの形を取ることができる。本開示によ
れば、コンピュータ使用可能又はコンピュータ可読記憶媒体は、命令実行システム、装置
、又は機器によって、又はそれらに連係して使用されるプログラムを、例えば含有し、記
憶し、伝送し、伝播し、又は移送することができるいかなる装置でもよい。そのような例
示的媒体は、例えば、電子、磁気、光学、電磁気、赤外線、又は半導体システム（又は、
装置若しくは機器）、或いは伝播媒質でもよい。コンピュータ可読媒体の例には、例えば
、半導体又は固体メモリ、磁気テープ、取外し可能コンピュータディスケット、ランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュ（ドライブ）、リ
ジッド磁気ディスク、及び光学ディスクが含まれる。光学ディスクの現在の例には、コン
パクトディスク－読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクトディスク－読出し／書
込み（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）、及びＤＶＤが含まれる。更に、今後開発され得るあらゆる新しい
コンピュータ可読媒体も又、本発明及び開示の例示的実施形態によって使用され、又は対
象とされ得るようなコンピュータ可読媒体として見做すべきであることを理解されたい。
【００６７】
　緊急医療装置用の新規で創造的な事前警告表示の好ましい例示的な実施形態を説明して
きたが（それら実施形態は例示的であることを意図し、限定するものではない）、図１～
図６を含めて、本明細書に示された教示に照らして、当業者が、修正や変更を加えること
ができることに留意されたい。従って、本開示の好ましい例示的な実施形態に、本明細書
に開示された範囲内になる変更を加えることができることを理解されたい。
【００６８】
　更に、本開示による装置を組み込み且つ／又は実装する対応し且つ／又は関連するシス
テム、或いは、本装置に使用され／実装され得るような対応し且つ／又は関連するシステ
ムも又、本発明の範囲内であると考えられ見做されることに留意されたい。更に、本開示
による装置及び／又はシステムを製造し且つ／又は使用する対応し且つ／又は関連する方
法も又、本発明の範囲内であると考えられ見做される。
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